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平成29年10月1日付けで、宮城県の最低賃金は772円となって
いるため、万が一、時給500円で働くことに同意しても、それは法
律によって無効となり、最低賃金額との差額を請求できます！

















妊娠・出産、産前産後の休業や育児休業の申出・取得などを理由と
する以下のような不利益な取扱いは、法律で禁じられています！
　　 ■退職強要 ■解雇 ■降格 ■契約の更新拒否（雇止め）など
また、事業主は、妊娠・出産、育児休業等に関する嫌がらせを防止し
なければなりません。

原則として子どもが1歳（一定の条件を満たした場合は1歳6か月
又は2歳）になるまで育児休業を取得できます。→男女ともに可能。

対象家族1人につき3回、最長で通算93日間休業を取得で
きます。

えるぼし認定
女性の活躍推進に関す
る取組状況が優良な企
業を認定しています（女
性活躍推進法）

（厚生労働省　女性活躍推進法特集ページ）
http://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/0000091025.html ｈｔｔｐ























厚生労働省が運営する全国のユース
エール認定企業や若者応援宣言企業※

の情報を検索できるサイトです。
個別企業ごとに企業概要、雇用管理の
状況、企業からのメッセージなどの企業
情報や採用情報が閲覧できます。

「若者雇用促進総合サイト」

https://wakamono-koyou-sokushin.mhlw.go.jp/search/service/top.action

若者雇用促進総合サイト

「若者雇用促進総合サイト」



自分に合った就職先を選択できるよう「青少年雇用情報」を確認しましょう！
平成27年10月1日から「若者雇用促進法」※が施行され、新規学校卒業者の求人申込みを行う
企業は、平均勤続年数や研修の有無、有給休暇の平均取得日数等といった職場情報も併せて提
供することが義務づけられています。
企業から提供された職場情報は、ハローワークで受理した新規学校卒業者対象求人票の３ペー
ジ目に掲載していますので確認しましょう。

※「若者雇用促進法」とは、若者が安定した雇用の中で経験を積みながら職業生活を向上させ、
働きがいを持って仕事に取り組んでいくことができる社会を築くために、就職準備段階から就
職活動時、就職後のキャリア形成までの各段階に、様々な対策を行うための法律です。



ハ ロ ー ワ ー ク
（公共職業安定所）



大学院・大学・短大・高専・専修学校（専門課程２年
制以上）等を新たに卒業される方と、卒業（中退）
後おおむね３年以内の方

おおむね45歳未満の求職者でフリーター等か
ら正規雇用を目指す若年者の方

子育てしながら働きたい





大学院・大学・短大・高専・専修学校（専門課程２

年制以上）等を新たに卒業される方と、卒業（中

退）後おおむね３年以内の方

44歳以下の求職者で、フリーター、パート、
アルバイト等から正社員を目指す方

おおむね45歳未満の求職者でフリーター、
パート、アルバイト等から正社員を目指す方

子育てしながら働きたい







職場での男女差別、マタハラ、セクハラ、育児・介護

休業、パートタイム労働者の雇用管理

平成２9年 9月


